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●運転中の携帯電話の使用にも罰金が運転中の携帯電話の使用にも罰金が運転中の携帯電話の使用にも罰金が運転中の携帯電話の使用にも罰金が 

運転中に携帯電話を手に持つなどして会話したりメールの送受信など画面を注視するだけで５万円以下の罰金が科せられます。※カーナビの使用は、従来どおり、危険を生じない限り違反にならない。 

●共同危険行為等に対する罰金強化共同危険行為等に対する罰金強化共同危険行為等に対する罰金強化共同危険行為等に対する罰金強化 

  従来、共同危険行為等の禁止については、実際に交通の危険や迷惑行為が確認された場合のみ罰則が適用されてきました。しかし、これでは被害者等の証言などが必要なことから、結果的に 

暴走族の横行を許してきた経緯があります。そこで、今回の改正ではたとえ迷惑を被ったり危険にあった者がいなくても、「２年以下の懲役または５０万円以下の罰金」が科せられます。 

●騒音運転に罰則を新設●騒音運転に罰則を新設●騒音運転に罰則を新設●騒音運転に罰則を新設 

 「急発進」「急加速」「空ぶかし等」などの他人にとって迷惑な騒音を生じさせる運転行為に対して、改正により新たに「５万円以下の罰金」が科せられることとなりました。 

●消音器不備に対する罰則強化●消音器不備に対する罰則強化●消音器不備に対する罰則強化●消音器不備に対する罰則強化 

   消音器をつけていないか消音器を改造した車を運転した場合の罰則が、従来の「２万円以下の罰金または科料」から「５万円以下の罰金」に引き上げられます。 

●「酒気帯び検査」拒否への罰金を最高３０万円に●「酒気帯び検査」拒否への罰金を最高３０万円に●「酒気帯び検査」拒否への罰金を最高３０万円に●「酒気帯び検査」拒否への罰金を最高３０万円に 

  現在、酒酔い運転に対して「３年以下の懲役または５０万円以下の罰金」、酒気帯び運転に対しては「１年以下の懲役または３０万円以下の罰金」となって、飲酒運転事故が減少傾向にあり

ますが、その反面、飲酒運転取締りでの酒気帯びの呼気検査を拒否する運転者が増えています。この理由のひとつとして、現行の呼気検査拒否の罰則「５万円以下の罰金」の方が安いという

計算が働いているからと考えられます。そこで、呼気検査拒否も同額の「３０万円以下」に引き上げられました。 

      

       

 

  

 

 

 

    

道路交通法改正の内容（段階的な施行）～安全運転のポイント～道路交通法改正の内容（段階的な施行）～安全運転のポイント～道路交通法改正の内容（段階的な施行）～安全運転のポイント～道路交通法改正の内容（段階的な施行）～安全運転のポイント～ 
運転中の携帯電話使用への罰則強化や中型免許の導入、違法駐車に対する放置違反金の導入などを盛り込んだ改正道路交通法が成立し、平成１６年６月９日に公布

されました。今回の改正の主な内容は、次の６項目で、平成１９年６月８日までの３年間に段階的に施行されます。 

①運転中の携帯電話の使用への罰則の新設①運転中の携帯電話の使用への罰則の新設①運転中の携帯電話の使用への罰則の新設①運転中の携帯電話の使用への罰則の新設    ②「共同危険行為」や「騒音運転」等への罰則強化②「共同危険行為」や「騒音運転」等への罰則強化②「共同危険行為」や「騒音運転」等への罰則強化②「共同危険行為」や「騒音運転」等への罰則強化  ③飲酒運転取締りで呼吸検査を拒否した運転者への罰則強化③飲酒運転取締りで呼吸検査を拒否した運転者への罰則強化③飲酒運転取締りで呼吸検査を拒否した運転者への罰則強化③飲酒運転取締りで呼吸検査を拒否した運転者への罰則強化 

④高速道路での二輪車の２人乗り運④高速道路での二輪車の２人乗り運④高速道路での二輪車の２人乗り運④高速道路での二輪車の２人乗り運転の解禁転の解禁転の解禁転の解禁  ⑤普通免許と大型免許の間に５トン以上１１トン未満の車の運転ができる中型免許の導入⑤普通免許と大型免許の間に５トン以上１１トン未満の車の運転ができる中型免許の導入⑤普通免許と大型免許の間に５トン以上１１トン未満の車の運転ができる中型免許の導入⑤普通免許と大型免許の間に５トン以上１１トン未満の車の運転ができる中型免許の導入 ⑥違法駐車対策の強化⑥違法駐車対策の強化⑥違法駐車対策の強化⑥違法駐車対策の強化 

●高速道路での自動二輪車の２人乗り解禁 

 

●違法駐車に対する使用者への放置違反金の導入 

●取締業務の一部の民間への委託を可能に 
●中型免許の導入 

平成１６年１２月８日までに施行される項目平成１６年１２月８日までに施行される項目平成１６年１２月８日までに施行される項目平成１６年１２月８日までに施行される項目 

平成１７年６月８日まで施行される項目平成１７年６月８日まで施行される項目平成１７年６月８日まで施行される項目平成１７年６月８日まで施行される項目 平成１８年６月８日まで施行される項目平成１８年６月８日まで施行される項目平成１８年６月８日まで施行される項目平成１８年６月８日まで施行される項目 平成１９年６月８日まで施行される項目平成１９年６月８日まで施行される項目平成１９年６月８日まで施行される項目平成１９年６月８日まで施行される項目 


